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 公募型プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領の一部改正に係る新旧対照表 
改   正   前 改   正   後 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、県土づくり本部が発注する建設コンサルタント業務等に係る公募型プロポーザ

ル方式による建設コンサルタント等の特定手続に関し、必要な事項を定める。 

 

（対象業務） 

第２条 公募型プロポーザル方式は、次の各号に掲げる業務のうち、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項第２号に該当し、かつ、県土づくり本部長、事業担当課長、現地機関の長（以下「県土づ

くり本部長等」という。）が必要と認める業務について行うものとする。ただし、特許、著作権、

非公開情報等を必要とする業務は、この要領の対象としない。 

（１）都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調

査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等、広範かつ高度な知識と豊かな経験を必

要とする業務 

 （２）重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、複雑

な構造計算を伴う設計、難解な解析を伴う地質調査等、比較検討又は新技術を要するものであ

って高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

 （３）景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理システム

等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先進的技術を要する計測・試験を含む地質調査等、

先例が少ない実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 

 （４）計画から設計まで一貫発注する業務 

 （５）象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を

必要とする設計業務 

 （６）その他公募型プロポーザル方式に基づき執行することが適当であると県土づくり本部長等が

認める業務 

２ 公募型プロポーザル方式の採用にあたっては、第５条に規定する建設コンサルタント選定委員会

（以下「委員会」という。）の審議を経なければならない。 

 

（技術提案書の提出者の要件等の決定） 

第３条 県土づくり本部長等は、委員会において、対象業務に係る技術提案書の提出を求める者（以

下「技術提案書提出者」という。）の要件等を決定するものとする。 

２ 技術提案書提出者の要件については、以下のとおりとする。 

 （１）佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則（昭和２８年佐賀県規則第２１号）に

基づき対象業務に対応する建設コンサルタント登録規定に基づく登録部門について入札参加資

格の決定を受けていること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定に該当するもので

ないこと。 

 （３）佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を、対象業

務の技術提案書提出意思表明書の提出期限日から開札の日までの間に受けていないこと。 

（４）開札の日以前６か月以内に金融機関等において、不渡り手形等を出していないこと。 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、県土整備部が発注する建設コンサルタント業務等に係る公募型プロポーザル方

式による建設コンサルタント等の特定手続に関し、必要な事項を定める。 

 

（対象業務） 

第２条 公募型プロポーザル方式は、次の各号に掲げる業務のうち、地方自治法施行令（昭和 22 年政

令第 16 号）第 167 条の２第１項第２号に該当し、かつ、県土整備部長、事業担当課長、現地機関の

長（以下「県土整備部長等」という。）が必要と認める業務について行うものとする。ただし、特

許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、この要領の対象としない。 

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、

社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等、広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とす

る業務 

(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、複雑な

構造計算を伴う設計、難解な解析を伴う地質調査等、比較検討又は新技術を要するものであって

高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理システム等

の評価検討調査、既設施設の機能診断、先進的技術を要する計測・試験を含む地質調査等、先例

が少ない実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務 

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必

要とする設計業務 

(6) その他公募型プロポーザル方式に基づき執行することが適当であると県土整備部長等が認める

業務 

２ 公募型プロポーザル方式の採用にあたっては、第５条に規定する建設コンサルタント選定委員会

（以下「委員会」という。）の審議を経なければならない。 

 

（技術提案書の提出者の要件等の決定） 

第３条 県土整備部長等は、委員会の審議を経て、対象業務に係る技術提案書の提出を求める者（以

下「技術提案書提出者」という。）の要件等を決定するものとする。 

２ 技術提案書提出者の要件については、以下のとおりとする。 

(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則（昭和 28 年佐賀県規則第 21 号）第２条

第２項に基づき、対象業務に対応する建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示第 717

号）に基づく登録部門に係る入札参加資格の決定を受けていること。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

 

(3) 対象業務の技術提案書提出意思表明書の提出期限日から開札の日までの間に、佐賀県建設工事

等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 対象業務の技術提案書提出意思表明書の提出期限日の６か月前から開札の日までの間に、金融

機関等において、不渡り手形等を出していないこと。 
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改   正   前 改   正   後 
 （５）開札の日までに、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の規定に基づく更正又は再生手続きの申立がなされたものでないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）過去数年間において対象業務の同種または類似業務の実績を数件以上有すること。 

 （７）技術士法に基づく技術士の資格を有する者又は建設コンサルタント登録規程第３条第１号ロ

の認定を受けた者で、過去において対象業務の同種または類似業務の実績を有する者を管理技

術者及び照査技術者として配置できること。 

 

 

（８）対象業務に対応する建設コンサルタント登録規定に基づく登録部門について、一定数以上の

(5) 開札の日までに、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の規定に基づく更正又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。 

ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、佐賀県建

設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第２条第１項に規定する入札参加資格審査申請書を

再度提出し、再度、入札参加資格の決定を受けているものを除く。 

(6) 他の技術提案書提出意思表明書の提出者と資本又は人事面において強い関連がない者であるこ

と。 

   「資本又は人事面において強い関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第４条第２項及び第４項に該当する者（会社） 

イ 一方の会社の役員(株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持株会社の業務を執行す

る社員及び法人格のある組合等の理事に限る。）が、他の会社の役員を現に兼ねている

会社 

ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職にある

会社 

 (7) 佐賀県暴力団排除条例（平成 23 年佐賀県条例第 28 号）第２条第４号に規定する暴力団等でな

いこと。 

「佐賀県暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者

をいう。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下 

「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。） 

   イ 暴力団員（法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。） 

   ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ 

て暴力団又は暴力団員を利用している者 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に 

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

   ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する

者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人 

(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものを 

いう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人 

   ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 

(8) 過去数年間において対象業務の同種または類似業務の実績を数件以上有すること。 

(9) 技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づく技術士の資格を有する者（以下「技術士」とい

う。）、シビルコンサルティングマネージャの資格を有する者（以下「ＲＣＣＭ」という。）

又は建設コンサルタント登録規程第３条第１号ロの認定を受けた者（以下「認定技術管理者」

という。）で、過去において対象業務の同種または類似業務の実績を有する者を管理技術者及

び照査技術者として配置できること。 

(10) 対象業務に対応する建設コンサルタント登録規程に基づく登録部門について、一定数以上の
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改   正   前 改   正   後 
技術者（技術士、ＲＣＣＭ）を有していること。 

 （９）その他必要な事項 

３ 県土づくり本部長等は、参加資格要件をみたした者に対し、選定通知を行う。 

 

 

４ 前項の通知を受ける者が３者に満たない場合は、その案件は中止とし、参加資格要件等を再度検

討し、再度公告を行う。 

 

（技術提案書作成説明書の内容） 

第４条 技術提案書作成説明書には、次に掲げる事項を記載する。 

 （１）業務の詳細な内容 

 （２）技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 

 （３）技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 

 （４）技術提案書を特定するための評価基準（以下「評価基準」という。） 

 （５）技術提案書作成説明書に不明の点がある場合の質問の受付方法及び回答手続 

 （６）技術提案書のヒアリングに関する事項（ヒアリングを実施する場合に限る） 

 （７）第７条に規定する非特定理由に関する事項 

 （８）その他の県土づくり本部長等が必要と認める事項 

２ 評価基準については、委員会の審議を経て、県土づくり本部長等が定める。この場合において、

評価基準の内容は、別に定める「技術提案書評価要領」に沿ったものでなければならない。 

 

（建設コンサルタント選定委員会） 

第５条 本庁または現地機関に委員会を設け、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 （１）プロポーザル方式の採用の必要性 

 （２）技術提案書提出者の要件の決定 

 （３）評価基準 

 （４）技術提案書の評価及び特定 

２ 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員が止むを得ず出席できないときは、説明等で

立ち会いの説明がある場合に限り、代理を出席させることができる。なお、委員長が必要と認める

ときは委員以外の有識者に委嘱または意見を求めることができる。 

名  称 委 員 の 構 成 備  考 

本部内委員会 

 

 

委員長 県土づくり本部長 

委 員 交通政策部長 

県土づくり本部副本部長 

交通政策部副部長 

建設・技術課長 

入札・検査センター長 

本部内に設置 

 

 

課内委員会 

 

委員長 課長 

委 員 室長及び技術監 

副課長 

本庁各課内に設置 

 

 

技術者（技術士、ＲＣＣＭ）を有していること。 

(11) その他必要な事項 

３ 県土整備部長等は、競争入札参加資格委員会設置要領に基づく競争入札参加資格委員会での審査

の結果、技術提案書提出者の要件を満たした者（以下、「選定業者」という。）に対し、選定通知

を行う。 

４ 選定業者数は３者以上であることを原則とするが、２者の場合であっても、これによらず選定業

者を特定する手続を進めることができる。 

 

（技術提案書作成説明書の内容） 

第４条 技術提案書作成説明書には、次に掲げる事項を記載する。 

(1) 業務の詳細な内容 

 (2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 

(3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 

 (4) 選定業者を特定するための技術提案書の評価基準（以下「評価基準」という。） 

 (5) 技術提案書作成説明書に不明の点がある場合の質問の受付方法及び回答手続 

 (6) 技術提案書のヒアリングに関する事項（ヒアリングを実施する場合に限る） 

 (7) 第７条に規定する非特定理由に関する事項 

 (8) その他の県土整備部長等が必要と認める事項 

２ 評価基準については、委員会の審議を経て、県土整備部長等が定める。この場合において、評価

基準の内容は、別に定める「技術提案書評価要領」に沿ったものでなければならない。 

 

（建設コンサルタント選定委員会） 

第５条 本庁または現地機関に委員会を設け、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) プロポーザル方式の採用の必要性 

 (2) 技術提案書提出者の要件の決定（案） 

 (3) 求める技術提案書の内容及び評価基準の決定（案） 

 (4) 技術提案書の評価点の決定及び選定業者の特定（案） 

２ 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員が止むを得ず出席できないときは、説明等で

立ち会いの説明がある場合に限り、代理を出席させることができる。なお、委員長が必要と認める

ときは委員以外の有識者に委嘱または意見を求めることができる。 

名  称 委 員 の 構 成 備  考 

部内委員会 

 

 

委員長 県土整備部長 

委 員 県土整備部副部長 

    県土企画課長 

建設・技術課長 

入札・検査センター長 

 

部内に設置 

 

 

課内委員会 

 

委員長 課長 

委 員 室長及び技術監 

副課長 

本庁各課内に設置 
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改   正   前 改   正   後 
現地機関委員会 

 

委員長 所長 

委 員 副所長 

各課長 

各現地機関に設置 

 

 

３ 課内委員会及び現地機関委員会の審議対象は、設計価格４千万円未満の建設コンサルタント等委

託業務とする。 

４ 本部内委員会の審議対象は、設計価格４千万円以上の建設コンサルタント等委託業務とする。た

だし、設計価格４千万円未満の建設コンサルタント等業務委託であっても、本部内委員長が必要と

認めるときは審議対象とすることができる。 

５ 委員長は委員会を総理する。ただし、委員長不在の時は、委員の中から委員長が指名する者が職

務を代理する。 

６ 委員会は、必要に応じ随時に開く。 

７ 委員会の審議は公開しない。また、何人も委員会の審議の内容を漏らしてはならない。 

８ 本部内委員会の庶務は担当事業課、課内委員会の庶務は担当事業課の庶務担当、現地機関委員会

の庶務は総務課がそれぞれ行う。 

 

（建設コンサルタント等の特定） 

第６条 県土づくり本部長等は、提出された技術提案書について、委員会の評価をもとに、最適な者

を特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県土づくり本部長等は、前項により特定した技術提案書の提出者（以下「特定した者」とい

う。）に対し、特定した旨の通知を行う。 

 

（非特定理由の説明） 

第７条 県土づくり本部長等は、技術提案書を提出した者のうち特定しなかった者に対して、特定し

なかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）を通知する。 

 

２ 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日以内に、書面により、県土づく

り本部長等に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 

３ 県土づくり本部長等は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることがで

きる最終日の翌日から起算して５日以内に、書面により回答する。 

４ 前３項に規定する内容は、技術提案書作成説明書に明記するものとする。 

５ 第１項の通知に記載した非特定理由は、評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったか

について明らかにすることとし、当該通知には、第２項に規定する内容を明記するものとする。 

６ 第１項の通知は、前条第２項の通知と同時に行う。 

現地機関委員会 

 

委員長 所長 

委 員 副所長 

各課長 

各現地機関に設置 

 

 

３ 課内委員会及び現地機関委員会の審議対象は、設計価格４千万円未満の建設コンサルタント等委

託業務とする。 

４ 部内委員会の審議対象は、設計価格４千万円以上の建設コンサルタント等委託業務とする。ただ

し、設計価格４千万円未満の建設コンサルタント等業務委託であっても、部内委員長が必要と認め

るときは審議対象とすることができる。 

５ 委員長は委員会を総理する。ただし、委員長不在の時は、委員の中から委員長が指名する者が職

務を代理する。 

６ 委員会は、必要に応じ随時に開く。 

７ 委員会の審議は公開しない。また、何人も委員会の審議の内容を漏らしてはならない。 

８ 部内委員会の庶務は担当事業課、課内委員会の庶務は担当事業課の庶務担当、現地機関委員会の

庶務は総務課がそれぞれ行う。 

 

（建設コンサルタント等の特定） 

第６条 県土整備部長等は、委員会での審議結果をもとに、原則として最高の評価点の技術提案書を

提出した選定業者を契約予定者として特定することとする。ただし、技術提案書が最高の評価点で

あっても、別に定める「技術提案書評価要領」において個別の評価項目に設定される非特定要件に

該当する場合の他、「技術者評価基準」と「提案内容評価基準」のいずれかにおいて、評価の合計

が満点の６割未満である場合及び参考見積価格と参考業務規模が著しく乖離しており、ヒアリング

の結果、業務実施方針等の妥当性を確認することができない場合は、当該技術提案書を提出した選

定業者を契約予定者として特定しないこととする。 

  なお、契約予定者として特定する選定業者がいない場合は、第７条第１項に規定の通知を行った

上で、当該案件は中止とし、技術提案書提出者の要件を検討した上で、再度公告を行う。 

２ 県土整備部長等は、前項により特定した選定業者に対し、契約予定者として特定した旨の通知を

行う。 

 

（非特定理由の説明） 

第７条 県土整備部長等は、技術提案書を提出した選定業者のうち契約予定者として特定しなかった

者に対して、特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）を通知す

る。 

２ 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日以内に、書面により、県土整備

部長等に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 

３ 県土整備部長等は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる

最終日の翌日から起算して５日以内に、書面により回答する。 

４ 前３項に規定する内容は、技術提案書作成説明書に明記するものとする。 

５ 第１項の通知に記載した非特定理由は、評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったか

について明らかにすることとし、当該通知には、第２項に規定する内容を明記するものとする。 

６ 第１項の通知は、前条第２項の通知と同時に行う。 
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改   正   前 改   正   後 
７ 県土づくり本部長等は、第３項に規定する回答の内容について委員会に通知する。 

８ 第２項及び第３項の期間の算定にあたっては、佐賀県の休日に関する条例（平成元年佐賀県条例

第２９号）第１条に規定する県の休日を含まないものとする。 

 

 

（契 約） 

第８条 県土づくり本部長等は、特定した者と協議を行い、随意契約を行う。 

 

（実施上の留意事項） 

第９条 前条までのほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

 （１）技術提案書提出者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受

けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させる。 

（２）技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書提出者の負担とする。 

 （３）特定しなかった技術提案書は、原則として返却しない。 

 （４）提出された技術提案書は、技術提案書提出者に無断で使用しない。 

 （５）技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とし、虚偽の記載をした者に

対して、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を行

うことがある。 

 （６）前各号に掲げる事項は、技術提案書作成説明書において明記する。 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年７月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年７月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 
 

７ 県土整備部長等は、第３項に規定する回答の内容について委員会に通知する。 

８ 第２項及び第３項の期間の算定にあたっては、佐賀県の休日に関する条例（平成元年佐賀県条例

第 29 号）第１条に規定する県の休日及び８月 13 日から８月 15 日までの期間を含まないものとす

る。 

 

（契 約） 

第８条 県土整備部長等は、契約予定者として特定した選定業者と協議を行い、随意契約を行う。 

 

（実施上の留意事項） 

第９条 前条までのほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 技術提案書提出者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受け

て業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させる。 

(2) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書提出者の負担とする。 

(3) 特定しなかった技術提案書は、原則として返却しない。 

(4) 提出された技術提案書は、技術提案書提出者に無断で使用しない。 

(5) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とし、虚偽の記載をした者に対

して、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を行うこ

とがある。 

(6) 前各号に掲げる事項は、技術提案書作成説明書において明記する。 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 19 年７月 27 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 23 年７月 15 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

 


